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規 則

高知県指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予

防サービス事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

令和 3年 3月26日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第17号

高知県指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定

介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部を

改正する規則

高知県指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予

防サービス事業者の指定等に関する規則（平成12年高知県規則第

81号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項中「別記第 1号様式」を「国から示された様式例

に準じて知事が別に定める様式（以下「国準拠様式」とい

う。）」に改め、同条第 2項中「別記第 1号様式の 2」を「国準

拠様式」に改める。

第 3条中「別記第 2号様式」を「国準拠様式」に改める。

第 4条中「別記第 3号様式」を「国準拠様式」に、「別記第 4

号様式による」を「国準拠様式による」に、「別記第 4号様式の

2」を「国準拠様式」に改める。

第 5条中「別記第 5号様式」を「国準拠様式」に改める。

第 6 条中「別記第 6 号様式による」を「国準拠様式による」

に、「別記第 6号様式の 2」を「国準拠様式」に改める。

第 7 条中「別記第 7 号様式による」を「国準拠様式による」

に、「別記第 7号様式の 2」を「国準拠様式」に改める。

第 8 条中「別記第 8 号様式による」を「国準拠様式による」

に、「別記第 8号様式の 2」を「国準拠様式」に改める。

第 9条中「別記第 9号様式」を「国準拠様式」に改める。

第12条中「別記第10号様式」を「国準拠様式」に、「別記第11

号様式」を「国準拠様式」に改める。

別記様式を削る。

附　則

この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。

高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 3年 3月26日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第18号

高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行細則の一部を改正する規則

高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行細則（平成18年高知県規則第111号）の一部を次のよ

うに改正する。

第 2条第 1項中「別記第 1号様式」を「国から示された様式例

に準じて知事が別に定める様式（以下「国準拠様式」とい

う。）」に改める。

第 2条の 2中「別記第 1号様式の 2」を「国準拠様式」に改め

る。

第 3条中「別記第 2号様式」を「国準拠様式」に、「別記第 3

号様式により」を「国準拠様式により」に、「別記第 3号様式の

2」を「国準拠様式」に改める。

第 3条の 2中「別記第 3号様式の 3」を「国準拠様式」に改め

る。

第 3条の 3第 1項中「別記第 4号様式」を「国準拠様式」に改

め、同条第 2 項中「別記第 5 号様式」を「国準拠様式」に改め

る。

第 3条の 4第 1項中「別記第 6号様式」を「国準拠様式」に改

め、同条第 2 項中「別記第 7 号様式」を「国準拠様式」に改め

る。

第 6条第 1項中「別記第 8号様式」を「国準拠様式」に改め、

同条第 2項中「別記第 9号様式」を「国準拠様式」に改め、同条

第 3項中「別記第10号様式」を「国準拠様式」に、「別記第11号

様式」を「国準拠様式」に改める。

第 7条中「別記第12号様式」を「国準拠様式」に改める。

第 8条中「別記第13号様式」を「国準拠様式」に改める。

第 9条第 1項中「別記第14号様式」を「国準拠様式」に、「別

記第15号様式」を「国準拠様式」に改め、同条第 2項中「別記第

16号様式」を「国準拠様式」に、「別記第17号様式」を「国準拠

様式」に改める。

第10条中「第64条」を「第64条及び省令第62条」に、「別記第

18号様式」を「国準拠様式」に改める。

第11条中「別記第19号様式」を「国準拠様式」に改める。

第12条中「第65条」を「第65条及び省令第64条」に、「別記第

20号様式」を「国準拠様式」に改める。

別記様式を削る。

附　則

この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。
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